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令和７年度群馬県産農畜産物プロモーション業務 

受託者選定公募要領 

 

１ 趣旨 

「令和７年度群馬県産農畜産物プロモーション業務」の受託候補者を選定するため、

下記のとおり実施事業者を公募する。 

 

２ 業務内容 

（１）業務名 

令和７年度群馬県産農畜産物プロモーション業務 

（２）発注者 

群馬県知事 山本一太（担当課：農政部ぐんまブランド推進課） 

（３）業務内容 

別添「令和７年度群馬県産農畜産物プロモーション業務 委託仕様書」のとおり 

 

３ 契約条件 

（１）契約形態 

   委託契約 

（２）契約期間 

   契約締結日から令和８年３月６日（金）まで 

（３）見積上限額 

   15,425千円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

（概算内訳） 

区分 業務名 金額 

業務１ メディアミックスによる県産農畜産物の魅力発信 5,775千円 

業務２ なすの健康面を訴求したプロモーション動画の作成 3,150千円 

業務３ 群馬県こんにゃく消費県民運動の実施 6,500千円 

（４）委託費の支払い条件 

委託業務の検査合格後に提出される委託料請求書に基づき支払う。ただし、必要に
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応じて部分払を認めることとする。 

（５）契約保証金の免除 

群馬県財務規則第 199 条第１項第６号により、契約保証金は免除する。 

 

４ 応募資格 

  次の条件を全て満たしていること。 

（１）委託契約における業務受託者として、契約責任を果たす能力を持ち、財政的健全性

を有していること。 

（２）過去の業務実績等により、業務遂行に必要な体制やノウハウ等を有していると証明

できること。 

（３）業務執行にあたり、委託者の指示に従い、経理処理や業務遂行、その報告等を適切

に行う事務的管理能力を有しており、そのための体制が整備されていること。 

（４）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当していない

者であること。 

（５）破産宣告を受け復権していない者でないこと。 

（６）銀行取引停止処分を受けている者でないこと。 

（７）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再

生法（平成 11 年法律 225 号）に基づく再生手続の申立てがなされている者でないこ

と。 

（８）群馬県の指名停止処分を受け、その期間が終了していない者でないこと。 

（９）群馬県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 

（10）暴力団、暴力団員または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者でない

こと。 

（11）提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可又は指定を受けてい

る必要がある場合には、当該免許、許可、認可又は指定を受けていること。  

 

５ スケジュール 

（１）参加申込期間 

令和７年５月 12日（月）～令和７年５月 28日（水）12時（必着） 
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（２）質問受付期間 

令和７年５月 12日（月）～令和７年５月 28日（水）12時（必着） 

（３）質問回答期間 

   令和７年５月 12日（月）～令和７年５月 30日（金） 

（４）企画提案書提出期間  

令和７年５月 29日（木）～令和７年６月 ６日（金）12時（必着） 

（５）書面審査 

令和７年６月中旬 

（６）受託候補者の決定及び通知 

令和７年６月中下旬 

（７）契約締結 

令和７年６月中下旬 

 

６ 参加申込 

企画提案の参加を希望する事業者は、次のとおり参加申込書を提出すること。 

（１）提出期間 

令和７年５月 12日（月）～令和７年５月 28日（水）12時（必着） 

（２）参加申込方法 

  ア 様式 

    公募参加申込書（様式１）及び応募資格に関する申告書（様式２）のとおり 

  イ 提出方法 

件名を「【事業者名】令和７年度群馬県産農畜産物プロモーション業務プロポーザ

ル参加申込」とし、下記 13の担当所属宛て電子メールにより提出すること。 

なお、電子メール送信後に必ず電話にてメール着信を確認すること。 

（３）その他 

ア 企画提案の参加に要する経費は、全て事業者の負担とする。 

イ 質問及び企画提案書の提出については、参加申込書を提出した事業者（以下「参

加申込者」という。）からのみ受け付ける。 

 



 

4 

 

７ 企画提案に関する質問及びそれに対する回答等 

参加申込者から企画提案書の作成に係る質問を次のとおり受け付ける。 

（１）受付期間 

令和７年５月 12日（月）～令和７年５月 28日（水）12時（必着） 

（２）質問方法 

ア 様式 

質問票（様式３）のとおり 

イ 提出方法 

件名を「【事業者名】令和７年度群馬県産農畜産物プロモーション業務プロポー 

ザルに関する質問」とし、下記 13の担当所属宛て電子メールにより提出すること。 

なお、電子メール送信後に必ず電話にてメール着信を確認すること。 

（３）回答 

   令和７年５月 12 日（月）～令和７年５月 30 日（金）に、参加申込者全員へ電子メ

ールにて回答する。 

（４）その他 

ア 審査に係る質問は受け付けない。 

イ 受け付けた全ての質問及びその回答について、参加申込者全員に共有する。ただ

し、質問を提出した日時及び事業者は公開しない。 

 

８ 企画提案書等の提出 

参加申込者は、次のとおり、企画提案書等を提出すること。 

（１）提出書類 

ア 企画提案書表紙（様式４） 

イ 企画提案書（様式任意） 

下記の内容を必ず記載すること。 

・ 業務実施体制（会社所在地、会社概要、過去の実績も記載すること） 

・ 提案内容（別添仕様書の業務内容を反映すること） 

・ 業務スケジュール 

ウ 見積書 
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  下記の事項に留意すること。 

・ 業務の実施に必要な経費の内訳を明確にすること。 

・ 見積書の宛名は「群馬県知事 山本一太」とし、内訳には各経費の単価や数量、 

単位、消費税及び地方消費税額を明記すること。 

・ 見積額が見積上限額を超えた場合は無効とする。 

エ 事業者の概要がわかるもの(パンフレット等)（任意様式） 

オ 個人情報保護に係る責任体制報告書（様式５） 

カ 消費税に係る課税事業者又は免税事業者届出書（様式６） 

キ 暴力団排除に関する誓約書（様式７）（※注） 

ク 登記事項証明書（現在事項全部証明書）（※注）  

ケ 直近の決算に係る財務諸表（※注） 

（※注）上記キ、ク、ケは「群馬県物品等購入契約資格者名簿」登載者は提出不要。 

コ その他、必要な資料 

（２）提出部数及び方法 

ア 提出部数 

・ 上記（１）ア～エの書類 ６部（正本１部及び副本５部） 

 ・ 上記（１）オ～コの書類 １部 

イ 提出期間 

令和７年５月 29日（木）～令和７年６月 ６日（金）12時まで（必着） 

ウ 提出方法 

・ 上記（１）ア～エの正本１部は、下記 13の担当所属宛て電子メールにより 

ＰＤＦファイルで提出すること。 

  なお、電子メール送信後に必ず電話にてメール着信を確認すること。 

・ 上記（１）ア～エの副本５部及び上記（１）オ～コの書類１部は、下記 13の担

当所属に、郵送又は持参により提出すること。 

なお、持参の場合は、土曜・日曜・祝日を除く、９時から 17時までに来課する

こと。 

（３）提案の無効 

次のいずれかに該当する場合は無効とする。 
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ア 民法（明治 29 年法律第 89 号）第 90 条（公序良俗違反）、第 93 条（心裡留保）、

第 94条（虚偽表示）又は第 95条（錯誤）に該当する提案であった場合 

イ 誤字、脱字等により必要事項が確認できない提案であった場合 

ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

エ 提出期限経過後の書類を提出した場合 

オ その他企画提案に関する条件に違反した提案であった場合 

（４）その他 

ア 提出された企画提案書について、県から内容についての質問及び訂正を求めるこ

とがある。 

イ 企画提案書の再提出は、提出期限内に限り認める。 

ウ 提出された書類は返却しない。 

エ 提出された書類は、審査の必要上、複製を作成することがある。 

 

９ 審査 

（１）審査方法 

   書面審査 

（２）審査基準 

ア 趣旨・目的の理解に関すること（業務の趣旨及び仕様書の内容に関する理解） 

イ 企画提案内容に関すること（企画力、実現性・具体性・独自性、構成内容、表現 

方法等） 

ウ 実施体制等に関すること（業務遂行能力、業務への熱意・意欲、業務実績） 

エ 積算に関すること（見積金額の妥当性） 

オ 総合評価（全体的な整合性） 

（３）契約交渉の相手方の選定方法 

審査基準に基づき、審査を行い、最も高い点数の者を受託候補者として決定する。 

（４）審査結果 

令和７年６月中下旬を目処に、企画提案書を提出した参加申込者全てに通知する。

また、受託候補者については、県ホームページにて公表する。 

（５）その他 
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審査結果についての問い合わせ及び異議申し立てには応じない。 

 

10 契約締結等の手続 

（１）契約の締結 

ア 採用された企画提案に基づき、業務内容を改めて受託候補者と協議した上で、必

要に応じて契約内容を変更して、見積上限額の範囲内で契約を行う。 

イ 契約締結に必要な経費は受託候補者の負担とする。 

（２）受託候補者の辞退 

ア 特別な事情により契約を締結しない場合は、受託候補者はその理由を明記した辞

退届けを提出すること。 

  イ 受託候補者との交渉が不調に終わった場合に、次に高い点数の者と交渉する場合

がある。 

（３）その他 

ア 提出書類に虚偽の記載があった場合、契約締結後に契約を解除することがある。 

  イ 契約相手方が、契約に違反したとき又は履行が不完全であったときは、契約を解

除することがある。この場合において、県は契約相手方の損害を補償しない。 

 

11 参加申込の取下げ 

公募参加申込書を提出した後に参加申込を取り下げる場合は、速やかに取下願（様 

式８）を下記 13の担当所属宛て電子メールにより提出すること。 

 

12 その他 

本要領に定めのない事項が生じた場合又は本要領の事項について疑義が生じた場合

は、必要に応じて関係者と協議の上、定めるものとする。 

 

13 担当所属・連絡先 

群馬県農政部ぐんまブランド推進課販売戦略係 

住所：〒371-8570  前橋市大手町１－１－１（群馬県庁 19階） 

電話：027-226-3129  
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メールアドレス： aic@pref.gunma.lg.jp 

（ｴｰ,ｱｲ,ｼｰ,ｱｯﾄﾏｰｸ,ﾋﾟｰ,ｱｰﾙ,ｲｰ,ｴﾌ,ﾄﾞｯﾄ,ｼﾞｰ,ﾕｰ,ｴﾇ,ｴﾑ,ｴｰ,ﾄﾞｯﾄ,ｴﾙ,ｼﾞｰ, ﾄﾞｯﾄ,ｼﾞｪｲ,ﾋﾟｰ） 
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